
 

   相模原市障害児通学支援事業実施要綱 

 (趣旨) 

第１条 この要綱は、屋外での移動に大きな困難がある障害児(１８歳に達した日

以後の最初の３月３１日が終了していない者を含む)について、通学のための支

援を試行的に行うことにより、障害児の就学及びその保護者の就労を促進するこ

とを目的とする。 

 (実施主体等) 

第２条 通学支援事業の実施主体は、相模原市(以下「本市」という。)とする。 

２ 市長は、通学支援事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると

認める社会福祉法人等に行わせることができる。 

３ 前項の規定により通学支援事業を行う者(以下「登録通学支援事業者」とい

う。)は、当該事業を行う事業所(以下「登録通学支援事業所」という。)ごとに

市長から登録を受けなければならない。 

 (実施の方法) 

第３条 通学支援事業は、通学支援事業費の給付により行うものとする。 

 (事業の内容等) 

第４条 通学支援事業の対象となる通学は、本市に所在する公立の小学校、中学校、

義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の登下校(就労その他

市長が特別に認めた状況により保護者が付き添いできない場合に限る。)とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる通学等は、通学支援事業の給付に含まな

いものとする。 

（１）移動支援事業の対象となる通学 

（２）登録通学支援事業所において通学支援を行う者(以下「サービス提供者」と

いう。)が運転する自動車等に乗車している時間 

 (対象者) 

第５条 通学支援事業の対象者は、現に本市中央区に居住し、本市が援護の実施を

行う次の各号のいずれかに該当する者であって、市長が登下校時に支援が必要と

認めたものとする。ただし、市長が特に認める者を除き、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律(平成１７年法律第１２３号。以下「法」

という。)第５条第１０項に規定する施設入所支援に係る支給決定を受けた障害

者、法第５条第４項に規定する同行援護に係る支給決定を受けた障害児、児童福



 

祉法(昭和２２年法律第１６４号)第７条第２項に規定する障害児入所支援に係る

児童福祉法第２４条の３第６項の規定による支給決定を受けた障害児(以下この

条において１８歳に達した日以後の最初の３月３１日が終了していない者を含ま

ない)及び児童福祉法第２７条第１項第３号又は同条第２項に係る措置に基づく

施設利用を行う障害児、医療的ケアを必要とする障害児を除くものとする。 

（１）身体障害者福祉法(昭和２４年法律第２８３号)第１５条第４項に規定する身

体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和２５

年厚生省令第１５号)別表第５号に規定する視覚障害を有するもの又は同表に

規定する級別が肢体不自由の１級のものであって両上肢及び両下肢の機能の障

害を有するもの若しくはこれに準ずる者 

（２）療育手帳制度要綱(昭和４８年厚生省発児第１５６号厚生事務次官通知)又は

相模原市療育手帳に関する規則(平成３０年相模原市規則第６８号)第５条第１

項により療育手帳の交付を受けた者であって、その障害程度が最重度又は重度

であるもの又は児童福祉法第１２条第１項に規定する児童相談所若しくは知的

障害者福祉法(昭和３５年法律第３７号)第１２条第１項の規定による知的障害

者更生相談所において判定された知能指数が３５以下である者 

（３）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和２５年法律第１２３号)第４５

条第２項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、精神

保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和２５年政令第１５５号)第６

条第３項に規定する障害等級のうち１級に該当するもの 

 (対象者の保護者) 

第６条 通学支援事業の対象者の保護者は、現に対象者と同居する親権を行う者又

は未成年後見人とする。 

 (給付額) 

第７条 通学支援事業費の給付額は、別表第１に掲げる単位に、１０円を乗じて得

た額(以下「合計額」という。)から第１３条に規定する利用者負担額を控除した

額とする。 

 (給付の申請) 

第８条 通学支援事業を利用しようとする者の保護者は、通学支援事業費等支給

（変更）申請書兼利用負担額減額・免除等（変更）申請書(第１号様式)に住民基

本台帳法(昭和４２年法律第８１号)第６条に規定する住民票に記載されている世



 

帯の所得等及び状況を証する書類を添えて、市長に提出するものとする。 

 (給付の決定等) 

第９条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、通学支援事業費を

給付する決定をしたときは通学支援事業費等支給決定通知書兼利用者負担額減

額・免除等決定通知書(第２号様式)により、給付しない決定をしたときはその旨

を申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により給付する決定をしたときは、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律等の施行に関する規則第３条第５項第１

号に規定する障害福祉サービス受給者証又は児童福祉法の施行に関する規則(平

成１５年相模原市規則第２２号)第５条第１項に規定する通所受給者証(以下「受

給者証」という。)を当該決定に係る対象者に交付するものとする。 

 (利用の有効期間及び更新申請) 

第１０条 前条第１項の規定による給付の決定の有効期間は、支給決定を行った日

から当該日が属する月の末日までの期間と１月間から１２月間までの範囲内で月

を単位として市長が定める期間を合算して得た期間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、給付の決定をした日が月の初日であるときは、１月

間から１２月間までの範囲内で月を単位として市長が定める期間とする。 

３ 前条第１項に規定する給付の決定を受けた対象者(以下「利用者」という。)が

前２項の規定による有効期間満了後も引き続き通学支援事業を利用しようとする

ときは、有効期間満了日までに前々条に規定する申請を行わなければならない。 

 (受給者証記載事項の変更) 

第１１条 利用者の保護者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、通

学支援事業費等支給（変更）申請書兼利用負担額減額・免除等（変更）申請書に

受給者証を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。 

（１）利用者の世帯の所得状況等が変わったとき。 

（２）給付決定の内容の変更を求めるとき。 

（３）利用者の心身状況の変化により第８条の申請内容に変更が生じたとき。 

２ 利用者の保護者は、利用者の住所が変わったときは、申請内容変更届出書(第

３号様式)に受給者証を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。 

 (利用方法) 



 

第１２条 利用者の保護者は、通学支援事業を利用しようとするときは、受給者証

を登録通学支援事業所に提示し、当該事業所と通学支援事業の利用に係る契約を

しなければならない。 

 (利用者負担) 

第１３条 利用者の保護者は、当該事業を利用したときは、当該事業に要した合計

額の１００分の１０に相当する額(１円未満の端数は切り上げるものとする。)を

当該事業を利用した登録通学支援事業者に支払うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、同一の月における前項の規定により算出した額の合

算額(当該事業を利用した登録通学支援事業所が２以上の場合においては、それ

ぞれの事業所について前項の規定により算出した額の合算額とする。)が別表第

２に掲げる額(以下「負担上限月額」という。)を超えるときは、利用者の保護者

が登録通学支援事業者に支払う額の合算額は、負担上限月額の金額とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、別表第２の１の項、２の項又は３の項に該当する

者で、前２項の規定により算出した合計額の１００分の１０に相当する額の合算

額に法第１９条第１項に規定する介護給付費等の支給並びに相模原市障害者等移

動支援事業実施要綱(平成１８年１０月１日施行)及び相模原市障害者等日中短期

入所事業実施要綱(平成１８年１０月１日施行)の規定による給付に係る利用者負

担額を加算した額が負担上限月額を超えるときは、利用者の保護者が登録通学支

援事業者に支払う額の合算額は、相模原市自立支援給付及び地域生活支援事業の

利用に係る負担上限月額の管理等に関する要綱(平成１８年１０月１日施行)の規

定により算出した額とする。 

 (登録通学支援事業者の要件) 

第１４条 第２条第３項の規定による登録通学支援事業者は、指定移動支援事業者

とする。 

 (登録通学支援事業者の登録の申請等) 

第１５条 指定移動支援事業者(指定移動支援事業所が本市中央区に所在するもの

に限る。)が登録通学支援事業者として登録を受けようとするときは、通学支援

事業所登録申請書(第４号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。 

（１）指定移動支援事業者であることを証明する書類の写し 

（２）申請者の定款、寄附行為その他の基本約款及び登記事項証明書又はこれらに



 

準ずる書類の写し 

（３）前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定により登録をするときは登録書(第５号様式)を、登録をし

ないときはその旨を申請者に通知するものとする。 

 (変更等の届出) 

第１６条 登録通学支援事業者は、前条第１項の規定により登録された内容につい

て変更があったときは変更届出書(第６号様式)を、登録通学支援事業所が通学支

援事業を廃止し、休止し、又は再開したときは事業廃止・休止・再開届出書(第

７号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。 

 (登録の取消等) 

第１７条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録通学支援事業

者に係る登録を取り消し、又は期間を定めてその登録の全部若しくは一部の効力

を停止することができる。 

（１）登録通学支援事業者が法その他国民の保健医療又は福祉に関する法律等の規

定に違反したとき。 

（２）登録通学支援事業者が通学支援事業に係る給付費の請求に関し不正をしたと

き。 

（３）登録通学支援事業者が第２４条の規定により報告又は帳簿書類その他の物件

の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 

（４）相模原市障害者等移動支援事業実施要綱第１４条に規定する指定移動支援事

業者でなくなったとき。 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が登録通学支援事業者又は登録通学支援事

業所について通学支援事業を行うに当たり適当でないと認めたとき。 

 (サービス提供者の要件) 

第１８条 サービス提供者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならな

い。 

（１）介護福祉士 

（２）社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成１９年法律第１

２５号)附則第２条第２項の規定により行うことができることとされた同法第

３条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(昭和６２年法律第３

０号)第４０条第２項第５号の指定を受けた学校又は養成施設において６月以



 

上介護福祉士として必要な知識及び技能を習得した者 

（３）介護職員初任者研修の課程を修了した者(介護職員基礎研修の課程を修了し

た者及び訪問介護員養成研修１級、２級又は３級の課程を修了した者を含

む。) 

（４）居宅介護職員初任者研修の課程を修了した者(居宅介護従事者養成研修１級

又は２級の課程を修了した者を含む。) 

（５）障害者居宅介護従業者基礎研修の課程を修了した者(居宅介護従事者養成研

修３級の課程を修了した者を含む。) 

（６）重度訪問介護従業者養成研修の課程を修了した者(日常生活支援従業者養成

研修の課程を修了した者を含む。) 

（７）同行援護従業者養成研修の課程を修了した者 

（８）行動援護従業者養成研修の課程を修了した者 

（９）視覚障害者移動支援従業者養成研修の課程を修了した者(視覚障害者外出介

護従業者養成研修の課程を修了した者を含む。)又はこれに相当する課程を修

了した者 

（１０）全身性障害者移動支援従業者養成研修の課程を修了した者(全身性障害者

外出介護従業者養成研修の課程を修了した者を含む。)又はこれに相当する課

程を修了した者 

（１１）知的障害者移動支援従業者養成研修の課程を修了した者(知的障害者外出

介護従業者養成研修の課程を修了した者を含む。)又はこれに相当する課程を

修了した者 

（１２）看護師又は准看護師 

（１３）前各号に掲げるもののほか、市長が必要な知識及び技術を有すると認める

者 

 (請求等) 

第１９条 登録通学支援事業者は、第 7 条に規定する給付費をかながわ自立支援給

付費等支払システムにより請求することができる。 

２ 登録通学支援事業者は、前項の規定による請求を行うことができないときは、

市長が指定する方法により、請求することができる。 

３ 登録通学支援事業者は、前２項の規定による請求を行うときは、利用者から給

付の受領権限に係る委任状の提出を受けていなければならない。 



 

 (費用の返還) 

第２０条 市長は、虚偽その他の不正な手段により第７条に規定する給付費を受領

した者があるときは、その者から通学支援事業の給付費に相当する金額の全部又

は一部を返還させることができる。 

 (実績の報告) 

第２１条 登録通学支援事業者は、通学支援事業に係る報告をサービス提供実績報

告書により、通学支援を行った日の属する月の翌月１５日（当該日が閉庁日の場

合は、その直前の開庁日とする。）までに市長に報告をしなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、前々条第１項の規定により請求を行う場合において

は、通学支援事業に係る報告内容をかながわ自立支援給付費等支払システムに入

力することで市長への報告に代えることができる。 

 (遵守事項) 

第２２条 登録通学支援事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）通学支援事業のサービス提供に関する事項について、利用者の保護者に対し

て第１２条に規定する契約を締結する前に説明を行うこと 

（２）本市又は一般相談支援事業所若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡

調整にできる限り協力すること 

（３）利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福

祉サービスの利用状況等の把握に努めること 

（４）本市、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サー

ビスを提供する者との密接な連携に努めること 

（５）通学支援事業の契約の終了に際しては、利用者又は保護者に対して適切な援

助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接

な連携に努めること 

（６）利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、登録通学支援事業所ごと

の勤務体制を定めること 

（７）従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保すること 

（８）登録通学支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要

な措置を講じること 

（９）通学支援を行っている際に事故等が発生したときは、市長及び利用者の保護

者に遅滞なく報告及び連絡するとともに、必要な措置を講じること 



 

（１０）業務上知り得た利用者及びその保護者に係る個人情報の保護に十分留意す

ること 

（１１）利用者又は保護者からの苦情に迅速かつ適切に対応するための必要な措置

を講じること 

（１２）第２４条に規定する市長が行う報告、帳簿書類の提出又は提示の求め、当

該職員からの質問又は登録通学支援事業所について設備、帳簿書類その他の物

件の検査に応じるとともに、市長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導

又は助言に従って必要な改善を行うこと 

（１３）市長から求めがあった場合には、前号の改善の内容を市長に報告すること 

（１４）虐待の発生又はその再発を防止するため、必要な措置を講じること 

 (記録の保存) 

第２３条 登録通学支援事業者は、登録通学支援事業所ごとに通学支援事業の実施

に係る記録等書類を整備し、当該通学支援を行った日の属する月の翌月から起算

して５年間保存しなければならない。 

 (報告等) 

第２４条 市長は、通学支援事業の実施に関して必要があると認めるときは、登録

通学支援事業者若しくは登録通学支援事業者であった者若しくは登録通学支援事

業所の従業者であった者(以下「登録通学支援事業者であった者等」という。)に

対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、登録通学支援事業者で

あった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若し

くは登録通学支援事業所について設備、帳簿書類その他の物件を検査させること

ができる。 

２ 前項の規定により質問又は検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

かつ、関係者からの求めがあるときは、これを提示しなければならない。 

 (公表) 

第２５条 市長は、次に掲げるときは、その旨を公表しなければならない。 

（１）第１５条第２項の規定による登録をしたとき。 

（２）第１６条の規定による届出があったとき。 

（３）第１７条の規定により登録を取り消したとき。 

 (委任) 

第２６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 



 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。ただし、サービス提供について

は令和７年７月１日から実施する。 

 (所得税法の改正に伴う経過措置) 

２ 別表第２備考の規定の適用については、当分の間、別表第２備考中「所得税法

(昭和４０年法律第３３号)」とあるのは「所得税法(昭和４０年法律第３３

号)(扶養控除については、所得税法等の一部を改正する法律(平成２２年法律第

６号)による改正前の所得税法によるものとする。)」と読み替えるものとする。 

 （経過措置） 

３ この要綱の施行時に相模原市障害者等移動支援事業実施要綱の規定により指定

の効力を有する事業者に対する第１５条第２項に規定する登録に当たっては、別

に調査する。 



 

別表第１(第７条関係) 

利用時間 身体介護を伴う場合 身体介護を伴わない場合 

３０分以下 ２７５単位 １１３単位 

３０分を超え 

１．０時間以下 
４３５単位 ２１４単位 

１．０時間を超え 

１．５時間以下 
６３２単位 ２９８単位 

１．５時間を超え 

２．０時間以下 
７２１単位 ３７３単位 

２．０時間を超え 

２．５時間以下 
８１０単位 ４４８単位 

２．５時間を超え 

３．０時間以下 
９００単位 ５２４単位 

３．０時間を超える

時間 

９００単位に、３．０時

間を超える利用時間３０

分当たり８９単位を加え

た単位 

５２４単位に、３．０時間

を超える利用時間３０分当

たり７５単位を加えた単位 

備考 

１ 同時に２人のサービス提供者が１人の利用者(同時に２人のサービス提供

者による通学支援が必要であることについてあらかじめ市長に申し出、市長

が認めたものに限る。)に対して２人によるサービス提供が認められた通学

支援を行ったときは、それぞれのサービス提供者が行う通学支援につき所定

単位数を算定する。 

２ 夜間(午後６時から午後１０時までの時間をいう。)又は早朝(午前６時か

ら午前８時までの時間をいう。)に通学支援を行った場合は、次の各号に掲

げる区分に応じ、利用時間３０分当たり、それぞれ当該各号に定める単位数

を所定単位数に加算する。 

（１）身体介護を伴う場合 ２２単位 

（２）身体介護を伴わない場合 １９単位 

３ 深夜(午後１０時から午前６時までの時間をいう。)に通学支援を行った場



 

合は、次の各号に掲げる区分に応じ、利用時間３０分当たり、それぞれ当該

各号に定める単位数を所定単位数に加算する。 

（１）身体介護を伴う場合 ４５単位 

（２）身体介護を伴わない場合 ３８単位 

４ 利用時間が３時間を超える場合並びに備考２及び備考３の場合で、利用時

間に３０分未満の端数がある場合は、これを３０分とする。 

５ １人のサービス提供者が同時に２人の利用者(現在同一の住民票に記載さ

れているものに限る。)に対して通学支援を行ったときは、所定単位数に代

えて、所定単位数の１００分の７０に相当する単位数を算定する(ただし、

備考２及び３を除く。)。 

別表第２(第１３条関係) 

番号 区  分 負担上限月額 

１ 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律施行令(平成１８年政令第１０号。以下

「政令」という。)第１７条第１項第１号に該当する

者 

３７，２００円 

２ 
政令第１７条第１項第２号ロに該当する者(４に該当

するものを除く。) 
９，３００円 

３ 
政令第１７条第１項第３号に該当する者(４に該当す

るものを除く。) 
４，６００円 

４ 

利用者及び利用者と同一の世帯に属する者(特定支給

決定障害者(政令第１７条第１項第４号に規定する特

定支給決定障害者をいう。)にあっては、その配偶者

に限る。)が、受給者証に記載された利用者負担上限

月額の適用期間の初日が属する年度(初日が４月１日

から６月３０日までの場合にあっては、前年度。以

下同じ。)の前年分の所得税が課せられないもの(５

に該当するものを除く。) 

０円 

５ 政令第１７条第１項第４号に該当する者 ０円 

備考 この表において、「所得税」とは、所得税法(昭和４０年法律第３３号)、

租税特別措置法(昭和３２年法律第２６号)及び災害被害者に対する租税の減免、



 

徴収猶予等に関する法律(昭和２２年法律第１７５号)の規定によって計算され

る所得税をいう。ただし、所得税額の計算において、所得税法第８４条第１項

及び第２項に規定する扶養控除額を算定する際には、所得税法等の一部を改正

する法律(平成２２年法律第６号)第１条の規定による改正前の所得税法の規定

により計算するものとし、次の規定は適用しないものとする。 

（１）所得税法第７８条第１項並びに第２項第１号、第２号(地方税法(昭和２５

年法律第２２６号)第３１４条の７第１項第２号に規定する寄付金に限る。)

及び第３号(地方税法第３１４条の７第１項第２号に規定する寄付金に限

る。)、第９２条第１項及び第９５条第１項から第３項まで 

（２）租税特別措置法第４１条第１項、第２項及び第３項、第４１条の２、第４

１条の３の２第４項、第４１条の１９の２第１項、第４１条の１９の３第１

項及び第２項、第４１条の１９の４第１項及び第２項並びに第４１条の１９

の５第１項 

（３）租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成１０年法律第２３号)附則第

１２条 

 

 


